
西宮市手数料条例（抜粋） 
 

（１６０） 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。以下この号において

「法」という。）第５条第１項又は第２項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録

又は更新の申請に対する審査 サービス付き高齢者向け住宅事業登録等申請手数料 
区分 手数料の額 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１０戸以下のもの ２５，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１０戸を超え２０戸以下の

もの 
２９，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が２０戸を超え３０戸以下の

もの 
３４，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が３０戸を超え４０戸以下の

もの 
３８，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が４０戸を超え５０戸以下の

もの 
４２，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が５０戸を超え７０戸以下の

もの 
５０，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が７０戸を超え１００戸以下

のもの 
６３，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１００戸を超えるもの ７５，０００円 

備考 登録又は更新の申請に係るサービス付き高齢者向け住宅事業が次の各号に掲げる場合に該

当するときにおける手数料の額は、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。 
（１） サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分（法第７条第１項第１号に規定する各居住部

分をいう。以下この号において同じ。）の床面積が２５平方メートル未満のものを含む場合又

は各居住部分に台所、収納設備若しくは浴室を備えないものを含む場合 次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 
区分 手数料の額 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１０戸以下のもの ６，２００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１０戸を超え２０戸以下

のもの 
６，９００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が２０戸を超え３０戸以下

のもの 
７，６００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が３０戸を超え４０戸以下

のもの 
８，３００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が４０戸を超え５０戸以下

のもの 
９，０００円 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が５０戸を超え７０戸以下

のもの 

９，７００円 

 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が７０戸を超え１００戸以 １１，０００円 



下のもの 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数が１００戸を超えるもの １２，０００円 

（２） 法第６条第１項第１２号の前払金を受領するものである場合 ６，２００円 
（３） サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約が賃貸借契約でないものを含む場合 

４，２００円 
 
 
 
 
 
 
 
 

  手 数 料 算 定 例 

   
  【ケース】 

    登録戸数５０戸 

      そのうち 

        住戸床面積２５㎡未満のものが２０戸有 

        前払金の徴収を３０戸について行う 

        入居契約は全戸賃貸借契約でない 

 

             ￥４２，０００ 

              ￥９，０００  （床面積による加算）※１ 

              ￥６，２００  （前払金による加算）※２ 

       ＋      ￥４，２００  （入居契約による加算）※３ 

 

※１ 床面積による加算を行う場合、条例中の備考（１）の表中の区分とは、２５㎡未満 

の戸数ではなく、登録戸数で判断する。 

※２ 前払金による加算については、該当する住戸１件につき６，２００円ずつを加算させ 

   るのではなく、該当する住戸があれば、その戸数に関係なく一律６，２００円となる。 

※３ 入居契約の加算についても、※２同様。 


